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市町村長への意見聴取
平成20年6月20日 府県知事への意見聴取（照会）

回答

淀 川 水 系 河 川 整 備 計 画 策 定 の 流 れ

平成19年8月16日 河川整備基本方針の策定 （各府県知事も参加した社会資本整備審議会での審議を経て国土交通大臣が作成）

平成19年8月28日 河川整備計画原案（意見聴取のためのたたき台）の作成

流域住民の意見聴取

・住民意見交換会を34会場で実
施、約1,450名の方が出席

・新聞折り込み、HP等様々な方
法により約5,400名から意見等

自治体の長の意見聴取

・流域市町村長懇談会を計3回実施
延べ75市町村が参加し約160意見

・H19.12.28 に82市町村長から意見書
・個別意見聴取として約300意見

地元住民との対話プロセス（ダムに
ついて）

・大津市、伊賀市で15回開催
・約350名が参加

関係府県との調整

・6府県の会議を9回開催
・その他、個別の問い合わせ等に
随時対応

学識者の意見聴取
（流域委員会）

・委員会を20回開催
・延べ約90時間の審議
・H20.4.25に流域委員が「意見書」提出

各府県知事経由
可
及
的
速
や
か
に

■河川法に基づき以下の手続きを実施

○ 関係住民、関係自治体の長、学識経験者からいただいたさまざまな

意見を、河川整備計画（案）にできるだけ反映

○ 反映できなかったのは次のような意見

・多大な時間や費用がかかるため河川整備計画期間中には実現が困難

・技術的に解決できていない課題が存在

・河川管理者だけでは対応できない

・誤解に基づいている

・二律背反しており両方の反映は困難

○ 住民の意見総数約5400件のうち、約9割の意見は反映

○ 市町村長の意見総数約460件のうち、約9割の意見は反映

■いただいた意見の反映について

淀川水系河川整備計画原案 淀川水系河川整備計画（案） 変更理由
①宇治川 ３）　宇治川

山科川上流において1,500m
3
/sの流下能力を確保するため、以下の対策を実施する。これに

より、宇治川において戦後 大の洪水に対する安全な流下が可能となるとともに、洪水後期
の琵琶湖の速やかな水位低下を図る。（図4.3.3-3～6、写真4.3.3-1）

　山科川合流点より上流の宇治川においては、天ヶ瀬ダムを効果的に運用し宇治川及び淀
川本川において洪水を安全に流下させるとともに、琵琶湖に貯留された洪水の速やかな放流
を実現するため、1,500m3/sの流下能力を目標に、塔の島地区における河道整備及び天ヶ瀬
ダム再開発事業による天ヶ瀬ダムの放流能力の増強を行う。

②「宇治川の目標流量1,500,3/sの根拠をわかりやすく記述して欲しい」との意
見が多く寄せられていることから、案においても宇治川の目標流量1,500m3/s
の根拠を明記。

・隠元地区において、引堤及び河道掘削を実施する。 　これにより、宇治川においては、戦後 大の洪水である昭和28年台風13号洪水を安全に流
下させることが可能となるとともに、淀川水系全体の治水安全度の向上に効果のある大戸川
ダム、天ヶ瀬ダム再開発と合わせ、その結果、降雨確率で概ね1/150の洪水に対応できるこ
ととなる（図 4.3.2-18～21、写真 4.3.2-5）。なお、塔の島地区については、優れた景観が形成
されていることに鑑み、学識経験者の助言を得て景観、自然環境の保全や親水性の確保な
どの観点を重視した整備を実施する。

②「歴史性・文化性に配慮した景観の保全・再生に 大限配慮されたい」との
意見を踏まえ、「塔の島地区については、優れた景観が形成されていることに
鑑み、学識経験者の助言を得て景観、自然環境の保全、親水性の観点を重
視した整備を実施する。」旨を記述。

・塔の島地区においては優れた景観が形成されていることから、学識経験者の助言を得て、
景観、自然環境の保全、親水性に配慮した河道整備を実施する。

・天ヶ瀬ダム再開発事業に基づき、天ヶ瀬ダムの放流能力を増強させる。

1)桂川 ４）　桂川

大下津地区については、継続して引堤を実施する。また、大下津地区並びにその上流区間
において、戦後 大洪水を安全に流下させる河道掘削を実施する。

　現況の桂川は、三川のうち も治水安全度が低く、地元から河川改修を強く要望されてい
る大下津地区において継続して引堤を実施するほか、大下津地区並びにその上流区間にお
いて、戦後 大の洪水である昭和28年台風13号洪水を安全に流下させる河道掘削を実施す
る。具体的なの掘削箇所および方法については、所要の効果を得つつ、環境の改善につな
がるように本川の掘削も含めて検討する。

②保津峡の開削を前提とした桂川の治水対策早期実現に対する意見
京都市内における桂川流域の治水安全度の向上を推進されたいとの意見
せめて戦後 大の洪水を流下させることができる内容となるようとの意見
西羽束師川に関する内水被害を軽減するためにも、その合流先である桂川の
改修を計画的に実施して欲しいとの意見
を踏まえて、原案と同様大下津地区の改修を明記。

嵐山地区については、戦後 大洪水に対応した整備を実施する。その際、嵐山地区は優れ
た景観が形成されていることから、学識経験者の助言を得て、景観、自然環境の保全、親水
性の観点を重視して検討する。

　嵐山地区についても、戦後 大洪水である昭和28年台風13号洪水に対応した整備を実施
する。整備にあたっては、嵐山地区の優れた景観及び伝統的な行事等に配慮するため、学
識経験者の助言を得て、景観、自然環境の保全や親水性の確保などの観点を重視した河川
整備の計画について調査・検討する。

②桂川の嵐山地区においては、濫対策が急務となっているが、景観的配慮が
必要な地区でもあるとの意見
③「嵐山の改修について、景観も含めて、伝統あるいは歴史の継承という意味
からどういうふうに配慮していくのかとの意見
等を踏まえて、景観及び伝統的な行事等に配慮し調査・検討を行うことを追
記。

亀岡地区については、戦後 大洪水である昭和28年台風13号洪水が生起した場合、霞堤部
から堤内地に洪水が進入する。京都府では、霞堤を存置しつつ河道の流下能力を向上させ
る暫定河道改修計画を作成しており、この河道が完成すれば戦後 大洪水を安全に流下さ
せることができる。

　亀岡地区については、戦後 大洪水である昭和28年台風13号洪水を安全に流下させるこ
とを目標に、関係自治体と調整する。

②河川整備基本方針に基づく保津峡の開削を前提とした桂川の治水対策の
早期実現、せめて戦後 大の洪水を流下させることができる内容となるよう、
京都府とも十分協議調整していただきたいとの意見を踏まえて、整備にあたっ
ては関係自治体と調整することを明記

保津峡の部分的な開削については、今後の水系全体の河川整備の進捗を考慮して、関係機
関と連携し、その実施時期を検討する。

　保津峡の部分的な開削については、今後の水系全体の河川整備の進捗を考慮して、関係
機関と連携し、その実施時期を検討する。

2)木津川 ５）　木津川

狭窄部上流の上野地区において、戦後 大洪水である昭和28年台風13号洪水が再来した
場合に洪水を安全に流下させるために、継続して上野遊水地を実施し完成させるとともに、
木津川、服部川及び柘植川の河道掘削を実施する。

　木津川では、狭窄部下流の河川整備が進捗しておらず、また、その整備には長期間を要す
る。このため、狭窄部上流上野地区の浸水対策として、下流の流量増加を生じる河川改修の
みで対処することは困難であることから、現在実施中の上野遊水地と川上ダムを完成させる
とともに、木津川、服部川及び柘植川の河道掘削等の河川改修をあわせて実施する。これら
の対策を併せて実施することによって、戦後 大の洪水である昭和28年台風13号洪水を狭
窄部上流の上野地区において安全に流下させることができる。また、あわせて戦後 大の洪
水を狭窄部下流の木津川において安全に流下させることができるとともに、河川整備基本方
針で対象としている規模の洪水においても狭窄部下流への流量をほぼ自然状態における流
量まで抑えることが可能となる。（図 4.3.2-22）

②上野遊水地と川上ダムの早期完成を要望するとの意見
②上野遊水地事業、木津川上流域の河道改修及び川上ダム建設事業の三
施策は、伊賀地域にとって治水対策の根幹をなすものである等の意見
①事業の進捗状況等を踏まえ、川上ダムの整備を早期に実施すべきとの意
見
等が多数寄せられている一方で、川上ダム建設反対の意見も寄せられていた
が、
上野地区の安全度向上と淀川水系全体の安全度向上に鑑み、あらためて川
上ダムを含む河川整備の必要性を明記。
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■原案から(案)への変更理由(見本） （全69ページ）

淀川水系河川整備計画（案）の作成

淀川水系河川整備計画の策定
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（ ）は意見数

【人と川とのつながり】

川をもっと知り、好きになってもらうことが大切（175）

河川管理者と住民との意見の交流が大切（62）

美しい川を将来へ残すことが重要（38）

住民の親しめる川に（30）

上下流・本支川の交流・調整が必要（29）

【河川環境】

生物の生息・生育環境の改善が重要（669）

水質の改善を望む（355）

治水・利水・環境のバランス（102）

外来種対策が必要（97）

自然のまま残して欲しい（91）

【治水・防災】

河道整備・護岸・築堤を進めて欲しい（185）

ダムによる治水整備を望む（166）

治水対策は必要だが自然環境への影響を最小限に（131）

水害に対する不安がある（108）

防災意識の向上・ソフト対策の推進が重要（103）

【利用】

グラウンドなどの整備を引き続き進める（253）

人が水辺に親しみ、近づける整備が必要（195）

ｳｫｰｷﾝｸﾞ、ｻｲｸﾘﾝｸﾞ等ができる整備を望む（130）

舟運を復活させるべき（66）

河川でしかできない利用の促進を望む（43）

【利水】

節水型社会への転換を進めて欲しい（31）

渇水への備えを進める（30)

水の安定供給が必要（25)

新たな水源の確保が必要（16）

水力発電を進めて欲しい（14）

【維持管理】

ゴミ対策のきめ細かな対応を進めて欲しい（267）

違法行為・迷惑行為を是正して欲しい（222）

河川の樹木をしっかり管理して欲しい（178）

河川内の除草をしっかりやって欲しい（73）

河床掘削・浚渫を行って欲しい（43）

関係住民からの意見について

約1,200名から意見ホームページ

約2,000名から意見淀川流域の延べ約30万世帯に配布意見募集チラシの新聞折り込み

約1,650名から意見49会場で開催、約1,800名が参加住民意見交換会等の開催

※平成20年4月末現在 意見総数約5,400件

意見聴取方法

主な意見（４月３０日時点、意見数の多いものから上位５つを抽出、ここまでで意見総数の7割強）
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関係住民からの意見の反映の例

きめ細かい情報提供をしてほしい

情報を可視化し、本当の住民サービ
スをしてほしい

三川合流域の地域特性を利用したネット
ワークづくりを進めてほしい

三十石舟往来を再現してほしい

河口から伏見まで船舶がの航行できるよう
にしてほしい

ボランティアガイドの仕組みを確立
携帯電話を活用したガイドシステムを
整備

景観、歴史的文化資源を保全しつつ、人と
自然の関わりを総合的に学ぶ学習機能を備
える地域間の交流拠点を整備

淀川 8K～12K 付近 

 

【1】周辺の水位・雨量情報 

【2】淀川ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ 

【3】周辺の歴史や建物 

【4】自然・生き物情報 

【5】関連施設情報

(C)淀川河川事務所 

2008  

 

□蕪村誕生地の碑 
「毛馬村生まれの蕪村」 
俳人として、画家としても名を残す与謝蕪

村は享保元年(1716)、摂津国東成郡毛馬村

に生まれました。 
毛馬地区の淀川堤防上に蕪村の生誕を記念

して、句碑が建てられています。 
・・・・・・・・・・・・・・・

舟運

H18年度工事箇所
H19年度工事箇所
H20年度以降工事予定箇所

H18年度工事箇所
H19年度工事箇所
H20年度以降工事予定箇所

H18施工箇所（H19.4撮影）

鵜殿地区

三川合流部の整備河川に関する情報発信 舟運

河口から伏見まで舟運を可能とするよう、航
路確保、淀川大堰への閘門設置等を実施

三川合流部

子どもを干潟へ連れて行ってやりたい

干潟をもっと増設すべき

干潟再生（海老江地区の事例）

河口域の干潟再生

淀川大堰から河口までの区間を干潟
再生ゾーンとする

憩い安らげる河川整備

子供や高齢者が安心して利用できるよう
にして欲しい

ベンチ、木陰、散策路等を整備してほしい

地元自治体と連携して 低限必要な施設
（散策路、ベンチ、木陰、スロープ、ベンチ、
トイレ等）を整備

淀川にしか生息しない固有種をどう保存し
ていくのかを盛り込むべき

外来種の増加を抑制し、在来種・固有種の
保護を強化してほしい

固有種の保存

イタセンパラを淀川中下流域の環境再生の
代表的な目標種として、ワンド倍増計画など
の生息環境の抜本改善を実施

淀川

ワンド再生予定箇所 施工済み

ワンドの再生（楠葉地区）

大きな地震対策を整備計画の一番に考え
てほしい

淀川大堰の耐震対策･津波対策を早急に
完成させてほしい

地震対策

レベル１地震動（供用期間中に１～２度発生
する地震動）及びレベル２地震動（現在から
将来にわたって考えられる 大級の地震
動）に対する耐震対策の実施

宇
治
川

桂
川

木津川

淀
川

大
山

崎
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方
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渡し船等

駐車場の拡張

自転車・ｳｫｰｷﾝｸﾞ道

舟運

船着場

ｶﾇｰｽﾃｰｼｮﾝ

渡し船等

舟運 自転車・ｳｫｰｷﾝｸﾞ道

拠点施設
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関係市町村長からの意見について

せめて戦後 大の洪水を流下させ
ることができる内容となるよう、京都
府とも十分協議調整してほしい

亀岡地区について関係自治体と調整
を実施

亀岡地区の治水対策

河川防災情報は、リアルタイムに把
握し、迅速に提供する必要があるた
め、システム整備を検討すべき

正確で迅速な防災情報

関係自治体関係自治体 河川事務所河川事務所 マスメディアマスメディア

○○県○○県

○○
市

○○
市

○○
町

○○
町

各機関からの情報提供

連 携 連 携

共有化された情報

河川管理者 防災機関等自治体

水害に強い地域づくり協議会（仮称）で共有化を検討

様々なメディアを活用して洪水情報等
を地域に提供
気象庁等と共同した洪水予測精度の
向上

「琵琶湖・淀川流域市町村長による懇談会」3回開催（延べ75市町村）

流域全82市町村長からの意見書(H19.12.28)

１．流域住民の安全で安心できる暮らしの実現、河川環境の保全と水
源地の保全・再生などの流域対策及び河川整備を一層推進

２．・当面の目標を戦後 大洪水対応に留めることは止むなし
・水害・土砂災害対策は河川整備の根幹であり 優先
・河道の適正な管理（樹木伐採等）並びに既存洪水調節施設の有

効利用及び長寿命化
・計画的な河川整備やダム整備等を推進

３．・まちづくりと一体となった河川整備にあたっては各市町村の特徴
と自主性に十分配慮
・河川敷の利用については、利用者の意見も踏まえた上で、適切な
利用が行われる仕組みを構築

４．緊急時の情報提供・技術的助言などの支援等を行い、流域一体と
なった水害に強い地域づくりの構築を支援

５．安定的な水資源の確保と異常渇水に対する対策を確実に実施

６．琵琶湖・淀川流域の市町村と河川管理者が一堂に会して意見交換
を行う場を設立

このほか、個別市町村から延べ98通の意見書をいただいた。

総数約460件の意見。

グラウンドの利用を促進すべきとの原案の内容の変更を求める意見
も一部あったが、原案どおりやもっと進めるべきといった意見が大半
であった。

全市町村長連名の意見の概要

親水性や生物の保全・再生等につ
いて、ワンドや水辺の攪乱等の計画
は、大変賛同できる

河川の氾濫や洪水について、市民
に情報を提供することが重要
いざという時に的確な行動がとれる
よう啓発を行うことが重要

城北地区

水際部の再生 わかりやすい情報提供

ワンド等の水際部再生

浸水実績水位、避難場所等を市街地
に表示する「まるごとまちごとハザード
マップ」を推進

施工後

施工前

城北地区

浸水実績水位の表示例

洪水実績板（八幡市の事例）

亀岡駅（昭和28年9月台風13号）

亀岡市街上空から（昭和57年8月台風10号）

意見の反映の例
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学識経験者からの意見について

絶滅が危惧されるアユモドキの保全
は緊急的に行うべき

大洪水による氾濫については、河川
管理者以外の者と連携が必要

災害時要援護者等への支援や地下
空間管理者への指導・助言

貴重種の保全 超過洪水

平成16年に全国で風水害で亡くなっ
た232人うちの30人は外国人である

地震災害でも犠牲者のおよそ60％
以上が高齢者であるため、災害時要
援護者への支援を行うべき

淀川の堤防が決壊すると地下街、
地下鉄すべてが、７時間で水没

災害時の支援

侵略的外来生物の増殖も課題とし
て取り組んでいくべき

外来種対策

生息実態がわかっていないため専門
家の意見も聴き早急に実態調査を行
い、具体解決策を検討・実施

大洪水時の被害想定シナリオに沿っ
て、とるべき行動計画を関係機関が連
携して共通の「災害対応プログラム」と
して策定

住民や関係機関と連携した効率的・
効果的な外来種対策の推進

淀川流域全体の環境に関するデー
タを一元的に収集、環境像の把握・
整理が必要

流域全体の環境情報の収集や総合
的調査研究を関係機関と推進

総合的な目標設定

三川合流部下流の高水敷の切り下
げにより、桂川の流下能力を確保し
つつ桂川の掘削量を少なくでき、環
境・治水ともに有効

桂川の効率的な掘削

三川合流部下流の高水敷の切り下げに
より効率的に効果を得る手法の検討

年間を通じた維持管理

「川の安全・安心カレンダー」を毎年作
成・評価し、地域とともに維持管理を
実施

住民等と連携するとともに、維持管
理にPDCAを導入し、きめ細やかな
管理を実施すべき

流域委員会に平成19年12月までに意見を述べていただくよう要請

原案提示後、約８ヶ月にわたって、２０回、延べ約９０時間にわたって原案を審議、本年

4月25日に意見書受理

意見書

・意見書本文

・意見書審議の議事録（３回分）

流域委員会で述べられた意見（議事録（20回分）から抽出）

河川管理者の考え方と方向性が同じもの

環境・治水・利水を総合的に検討する視点が必要

いかなる規模の洪水に対しても壊滅的な被害を回避・軽減

利水者会議を常設し、水需要を抑制

流域員会の意見は、堤防強化は洪水時の水位が計画高水位を超過した場合に確実に堤
防の決壊を防ぐ対策とならず、確実に水位低下を行うことのできる河道掘削やダムの代替
とはならないという河川管理者の考え方と異なる

淀川のワンドを覆い尽くすウオーターレタス
（大阪府環境農林水産総合研究所水生生物センター）

大阪府 環境農林水産総合研究所HPより

意見の反映の例

定常的業務 緊急的業務
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淀川水系河川整備計画（案）の概要

【河川整備の目標と具体的な対応策】（計画対象期間：概ね30年間）

①人と川とのつながり

・関心を持ってもらうためにふれやすい川にする ・川の情報を発信する ・関心を持ってもらうための工夫

多くの人々が川への関心を高め、川にふれ、川のことをともに考えるような関係の構築

②河川環境

・水辺や河原の保全・再生 ・川本来のダイナミズムの再生 ・絶滅の危機にあるイタセンパラを甦らせる

「生態系が健全であってこそ人は持続的に生存し、活動できる」との考え方のもと、イタセンパラ等の貴重種、固有種を
はじめとする多様な生物の生息・生育・繁殖環境の保全や再生を生態系への影響を見ながら実施

③治水・防災

・川の中で洪水を安全に流す ・堤防の強化、高規格堤防の整備 ・危機管理体制の構築、強化

いかなる洪水に対しても氾濫被害をできる限り 小化する施策をハード、ソフトの両面にわたって推進
この際、「一部地域の犠牲を前提としてその他の地域の安全が確保されるものではなく、流域全体の安全度の向上を図る

ことが必要」との考えを基本に流域が一体となって対策を講じる

④利 水

・適正な水利用を図る ・渇水に備える

近年の人口減少現象や河川環境との調和を考え効率的な水利用を図るとともに、地球規模の気候変動に伴う渇水のおそ
れに対する備えを実施

⑤利 用

・舟運の活性化 ・近づきやすい川、楽しめる川にする ・まちづくり、地域づくりと連携

都市を流れる河川であることを踏まえ、身近な自然を楽しめるなど、川とまちが一体となった河川整備を実施

⑥維持管理

・河川管理施設の機能保全、河道内樹木の計画的な伐採等

既存施設の老朽化を踏まえ、ライフサイクルコストの縮減を念頭に効率的、効果的な維持管理・更新を計画的に実施
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人 と 川 と の つ な が り

より健全な川とするとともに、災害時に適切な行動をとってもらい、また川を介して上下流の交流を深めていくため、多くの
人々が川への関心 を高め、川にふれ、川のことをともに考えるような関係を構築する

■関心をもってもらうためにふれやすい
川にする

・人々が川を利用するための障害を取り除
くため、スロープや清潔なトイレ、木陰等
を整備

・和歌に詠まれ古戦場ともなった川の歴史
文化を楽しめるよう散策路の整備

■川の情報を発信する

・淀川に関する歴史・文化・観光等の情
報を携帯電話等様々な手法で発信する
とともに川のガイドシステムを整備

・浸水実績水位、避難場所等を市街地に
表示する「まるごとまちごとハザードマッ
プ」を推進

・インターネット・地デジにより各居住地の
浸水被害危険度の情報提供（各河川事
業の実施に伴う変化も明示）

■関心をもってもらうための工夫

・住民参加推進プログラムの作成、 実践

・河川に関わる人材育成、河川レンジャー
活動の充実

水洗トイレスロープ

散策路の整備

住民

パソコン 携帯電話 ラジオ テレビ

近隣の歴史・文化、川の生物等の情報、河川と親しむた
めのイベント情報、水位・雨量などの防災情報、河川のラ
イブ映像、河川の工事情報 等

河川管理者

図・記号を使ったわかりやす
い水防災情報表示

自治体

文化活動
団体

自然保護
団体

ＮＰＯ
住民 河川

利用者
地縁的
組織

学校・教育
関係者

連携

環 境

観察会による啓発活動
＋

地域の環境保全活動

治水・防災

体験による啓発活動
＋

地域防災のための活動

地域住民との意見交換
を通じて河川への関わり

を定着させる活動
利 水

体験・広報による
啓発活動

＋
生活と水との関わりを

見つめ直す活動

河川管理者

コミュニケーション活動

情報の共有
河川整備の提案

河川レンジャー

助言・支援

自治体

文化活動
団体

自然保護
団体

ＮＰＯ
住民 河川

利用者
地縁的
組織

学校・教育
関係者

連携

環 境

観察会による啓発活動
＋

地域の環境保全活動

治水・防災

体験による啓発活動
＋

地域防災のための活動

地域住民との意見交換
を通じて河川への関わり

を定着させる活動
利 水

体験・広報による
啓発活動

＋
生活と水との関わりを

見つめ直す活動

河川管理者

コミュニケーション活動

情報の共有
河川整備の提案

河川レンジャー

助言・支援

河川レンジャー関係図

河川レンジャー活動状況

人数

川
へ
の
認
識

ご
意
見

各河川事務所

これからの
河川整備

河川の
維持管理住民参加推進プログラム①

・様々な情報発信
・情報提供の充実

・住民説明会の開催

UP

UP

住民参加推進プログラム②

・体験プログラムの充実
・現場見学会
・淀川でのイベント参加

住民参加推進プログラム③

・住民意見の聴取
・河川レンジャーの一般公募
・市民団体としての連携

①
淀
川
に
関
心
を
持
つ

②
淀
川
に
触
れ
る

③淀川を考える
住民意見

住民意見

淀川住民参加推進プログラム模式図
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河 川 環 境

「生態系が健全であってこそ人は持続的に生存し、活動できる」との考え方のもと、イタセンパラ等の貴重種、固有種を始め
とする多様な生物 の生息・生育・繁殖環境の保全や再生を生態系への影響を見ながら実施

■水辺や河原の保全・再生

・淀川特有の貴重な自然環境の場と
なっているワンドを再生
（51箇所を10年間で倍増）

・堰、落差工への魚道の設置等、河口
から上流まで魚がのぼりやすい川へ再生

■川本来のダイナミズムの再生

・魚類の生息、産卵等のため、淀川大堰、
琵琶湖（瀬田川洗堰）において自然に近
い水位変動となるようにする

施工後

施工前

城北地区

木津川：相楽発電所井堰

魚道に水が流れていない

平常時水位OP+2.5m

今後の水位変動幅
現在の変動幅　＋５０ｃｍ淀

川
大
堰

イタセンパラ仔稚魚調査結果（城北地区）

ブルーギル

外来種（ブルーギル）
の駆除
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4937
4166

2593

0
506

0

平常時水位OP+3.0m
淀
川
大
堰

現

状

今

後

淀川大堰の水位変動のイメージ

■絶滅の危機にあるイタセンパラを甦
らせる

・天然記念物イタセンパラを目標種として、
復活の一大作戦を実施。これをリーディン
グプロジェクトとして淀川全体の生物の生
息環境等を改善

・ワンドの再生、適切な水位変動、外来種の
駆除等の実施

現在の水位変動幅 ＋50cm

○

×

産卵 孵化

干出

現状

今後

瀬田川洗堰の水位維持のイメージ

イタセンパラ

(出典:大阪府水生生物センター提供）
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いかなる洪水に対しても氾濫被害をできる限り 小化する施策をハード、 ソフトの両面にわたって推進

この際、「一部地域の犠牲を前提としてその他の地域の安全が確保されるものではなく、流域全体の安全度の向上を図る
ことが必要」との考えを基本に流域が一体となって対策を講じる

■川の中で洪水を安全に流す ■堤防強化 ■危機管理体制を構築、強化

・これらの改修に伴う淀川本川の流量増に対応するため、川上ダム、天ヶ瀬ダム再開発、
大戸川ダムを先行して整備

高時川

姉川

琵琶湖

野洲川

瀬田川
桂川

宇治川

木津川
神崎川

猪名川

淀川

■高規格堤防整備

■堤防強化

淀川、桂川、木津川、宇治川、
猪名川、瀬田川、野洲川

■阪神電鉄西大阪線橋梁改築

■淀川大堰の耐震対策

■天ヶ瀬ダム再開発

■大下津地区引堤
■桂川河道掘削

■瀬田川河床掘削

■嵐山地区河道整備

■名張川引堤・河道整備

■上野遊水地

■大戸川ダム

■川上ダム

■丹生ダム

■塔の島地区河道整備

主な治水事業

■狭窄部開削

■川西・池田地区築堤 草津川

■猪名川河道掘削

高時川

姉川

琵琶湖

野洲川

瀬田川
桂川

宇治川

木津川
神崎川

猪名川

淀川

■高規格堤防整備

■堤防強化

淀川、桂川、木津川、宇治川、
猪名川、瀬田川、野洲川

■阪神電鉄西大阪線橋梁改築

■淀川大堰の耐震対策

■天ヶ瀬ダム再開発

■大下津地区引堤
■桂川河道掘削

■瀬田川河床掘削

■嵐山地区河道整備

■名張川引堤・河道整備

■上野遊水地

■大戸川ダム

■川上ダム

■丹生ダム

■塔の島地区河道整備

主な治水事業

■狭窄部開削

■川西・池田地区築堤 草津川

■猪名川河道掘削

■川の中で洪水を安全に流す

川の中で洪水を安全に流すための対策（ためる、ながす）を本支川・上下流バランス
を確保しながら実施することとし、戦後、実際に経験したすべての洪水について水系
全体で対応

・戦後 大洪水に対して能力が不足している桂川のほぼ全川、木津川上流、宇治川塔
の島地区において河床掘削、引堤を実施（景勝地を流れる宇治川塔の島地区の河床
掘削は景観等に十分に配慮しながら実施）

・神崎川・猪名川では戦後 大洪水に対応
するため川西・池田地区築堤・掘削、銀橋
狭窄部の部分開削を実施

・淀川本川において洪水の流れを阻害し
ている阪神西大阪線橋梁を架け替えて
現在の能力10,500m3/sを10,700m3/s
にする

宮前橋

2.2k

引堤

現堤

宮前橋

2.2k

引堤

現堤

51.2K

-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 (m

HWL

掘削
掘削

（橘島下流側のみ切り下げ）

51.2k付近

平水位

宇治川塔の川

HWL

51.2K

-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 (m

HWL

掘削
掘削

（橘島下流側のみ切り下げ）

51.2k付近

平水位

宇治川塔の川

HWL

阪神電鉄西大阪線淀川橋梁阪神電鉄西大阪線淀川橋梁

塔の島地区河床掘削 上野遊水地 大下津地区引堤

多田盆地多田盆地

銀銀 橋橋

宇治川塔の川

阪神西大阪線淀川橋梁

多田盆地

銀橋

小田遊水地

新居遊水地

木興遊水地

長田遊水地
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治 水 ・ 防 災

■堤防強化

・全川にわたって存在する脆弱な堤防を計画高水位以下の水位の
流水の通常の作用（堤防天端まで水が到達）に対して安全な構造
とするよう堤防を強化

（天端舗装、堤防裏法植生工、ドレーン工が越水にも資する）

■危機管理体制を構築、強化

・大洪水発生時において被害をできる限り 小化するため、各主
体ごとの具体的な行動計画を災害対応プログラムとして関係機
関と連携して策定

関係自治体関係自治体 河川事務所河川事務所 マスメディアマスメディア

○○県○○県

○○
市

○○
市

○○
町

○○
町

各機関からの情報提供

連 携 連 携

共有化された情報

河川管理者 防災機関等自治体

水害に強い地域づくり協議会（仮称）で共有化を検討

災害時における洪水情報等の伝達ネットワークの整備

・対策が必要な８２ｋｍのうち
淀川本川は概ね５年以内
支川のうち緊急区間※は１０年以内
その他の区間は整備計画期間中に全て完了

※現況堤防が高い区間・人家密集区間

淀川

淀川左岸線（第２期区間）イメージ淀川左岸酉島地区

・高規格堤防の整備にあわせて、関係機関と連携し、水辺に良好な
まちづくりを推進

■高規格堤防

・大洪水でも決壊しない高規格堤防の整備を実施

(１)災害発生直前の段階における対策
①情報面の対策 ②避難行動適正化のための方策
③危険地域への移動の抑制 ④氾濫抑止、資産保全策
⑤防災関係機関等における十分な直前準備のための方策

(２)災害発生直後の段階における対策
①情報面の対策 ②避難行動適正化のための方策
③氾濫拡大抑制、資産保全策 ④迅速な捜索・救助・救急等の実施策

(３)復旧・復興段階における対策
①基幹的施設等の早期復旧策 ②衛生・環境面等の対策
③避難生活の支障緩和策 ④情報面の対策

(４)的確な対応実施のための事前対策
①事前計画の策定や見直し ②情報面の対策③施設面等の対策
④防災教育・人材育成 ⑤研究・技術開発

災害対応プログラム

堤防強化対策工法の例

ドレーン工 天端までの護岸

断面拡大（難透水性材料）

天端舗装

植生工

植生工

侵食防止工

計画高水位

※密着性に問題がある場合は撤去

既設護岸※
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治 水・ 防 災

・２府４県にまたがる広大な流域を持つ

淀川においては、皆でリスク分担しなが

ら流域全体の安全を向上させていくこと

が重要。

・淀川の治水整備は、下流から進んでき

ている。下流もまだ十分ではないが、中

上流部が大きく取り残されている。

・今後、さらに河川整備基本方針へと段

階的に整備を進めていくためには、整備

の各段階において流域全体で、リスクを

分担するという観点から、本川及び支川

の河道やダム等の整備を決定する必要が

ある。

・下流から見れば、中上流の改修は流量

増をもたらすものであるが、中上流をい

つまでも危険なまま放置することはでき

ず、上中下流のリスク分担を保つために、

ダムの整備と合わせ、下流の計画高水位

を超えない範囲での中上流の対策をとる

必要がある。

・以上により河川整備計画では、中上流にお

いても、せめて戦後 大の洪水までは川の

中で安全に流すことを目標としている。

淀川治水の基本的考え方

昭和４６年 現況（平成２０年） 河川整備計画完成（概ね３０年後） 将来

さらに、流域全体
の安全度の向上

下流（淀川本川）
から整備

計画高水位を超えないようダムで貯留

計画高水位を超えない範囲で中上流部を整備

・・計画規模洪水対応区間（橋梁架替等が残）・・戦後 大洪水に対応できない区間
・・戦後 大洪水対応区間 ・・計画規模洪水対応区間

淀川水系の治水対策の流れ

桂
川

宇治川

木
津
川

淀
川

中上流が氾濫しているこ
とが前提となって下流の
安全度が確保されている

桂
川

宇治川

木
津
川

淀
川

中上流は依然として
低い安全度のまま

桂
川

宇治川

木
津
川

淀
川

中上流の安全度が依然とし
て低いままの状況で、下流
の現況の安全度を堅持

せめて戦後最大洪水
に対しては安全に

桂
川

宇治川

木
津
川

淀
川

中上流の安全が確保され
た上で、下流においても
安全度を堅持

計画規模の洪水に
対しても安全に
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H6年1,208mm/年

Ｓ３２～Ｈ１８の50年間

利 水

近年の人口減少現象や河川環境との調和を考え効率的な水利用を図るとともに、地球規模の気候変動に伴う渇水のおそ
れに対する備えを実施

■適正な水利用を図る

・水需要が逼迫する伊賀地域、京都府南部地域等の新規水源
を確保

■渇水に備える

・水需要は近年低下気味ではあるが、近年の少雨化により、安定
的に供給できる量とほぼバランスしている

丹生ダムに確保する方法

丹生ダム
渇水対策容量を

丹生ダムで確保
丹生ダム

渇水対策容量を丹生ダムで確保

琵琶湖への補給

丹生ダムに確保する方法

流出量

琵琶湖の水位を上げて

琵琶湖断面図

琵琶湖で

渇水対策容量を確保

琵琶湖（イメージ）

琵琶湖周辺の治水リスク

を増大させない対策

琵琶湖に確保する方法

流出量

琵琶湖の水位を上げて

琵琶湖断面図

琵琶湖で

渇水対策容量を確保

琵琶湖（イメージ）
流出量

琵琶湖の水位を上げて

琵琶湖断面図

琵琶湖（イメージ）

琵琶湖周辺の治水リスク
を増大させない対策

琵琶湖に確保する方法

琵琶湖で渇水対策容量を確保

・昭和14～15年に実際に経験した大渇水に対して、琵琶湖流

域や社会経済活動への影響をできる限り小さく抑えるために
は、異常渇水対策容量が必要

この容量を丹生ダムで確保するか、琵琶湖で確保するかに
ついて、今後 適案を検討

淀川下流部における水需給バランス
（三川合流より下流取水の上水道＋工業用水道）

75.242

95.168

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17

（m3/s）

既存施設の水利権量

既存施設の供給可能量(2/20)：近20ヶ年（S54～H10）
の実績流況に基づいた試算値の中で２番目に小さい値

最大取水量

バランス
水供給

既存施設の水利権量

少雨傾向を考
慮したダムから
の供給能力

・水需要の精査確認結果に基づき、水利権の見直しを適正に
行うとともに、慣行水利権の許可水利権化の促進に取り組む

・利水者会議を設置し、節水の啓発、水利用の合理化や再利用
の促進を進める
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利用

都市を流れる河川であることを踏まえ、身近な自然を楽しめるなど、川とまちが一体となった河川整備を実施

■舟運

・河口から伏見まで舟運が可能なよう淀川大

堰に閘門設置、水深確保のための水制工
等を整備

■まちづくり、地域づくりと連携

・広大な自然が残っている三川合流部を自
然体感型の環境学習の拠点等として整備

・桂川嵐山等の景勝地では歴史文化等に調
和した河川整備を実施

・大阪中心部にせせらぎをもうける「水の
路」への導水について関係機関と検討

■近づきやすい川、楽しめる川にする

・より人々が水辺を楽しみ、親しみ、また学
習等でも活用できるような河川整備を推進

・和歌に詠まれ古戦場ともなった川の歴史文
化を楽しめるよう散策路の整備やガイドシ
ステム等を構築

・人々が川を利用するための障害を取り除
くため、スロープや清潔なトイレ、木陰等を
整備

・河川敷をグラウンド利用する場合でも自然
共生型にする

淀川三川合流地域づくり構想イメージ水辺へのアプローチ整備イメージ

淀川水上バス

水深確保のための水制工の整備イメージ

淀川を航行する水上バス

淀
川

大山崎、島本による利用

八幡、枚方による利用

船着場

拠点施設

自然体感型の環境学習の場

渡し船等

渡し船等

至枚方

至伏見

カヌー
ステーション

駐車場
の拡張

舟運

舟運

自転車・ウォーキング道

自転車・ウォーキング道

大山崎、島本による利用

八幡、枚方による利用

船着場

拠点施設

自然体感型の環境学習の場

渡し船等

渡し船等

至枚方

至伏見

カヌー
ステーション

駐車場
の拡張

舟運

舟運

自転車・ウォーキング道

自転車・ウォーキング道

桂
川

宇治川

木津川

堤
防

高水敷

堤
防

高水敷
現在

将来
ワン
ド

ワン
ド

堆砂堆砂

堤
防堤

防

水制設置 水制設置

堤
防

堤
防

高水敷

堤
防

高水敷
現在

将来
ワン
ド

ワン
ド

堆砂堆砂

堤
防堤

防

水制設置 水制設置

堤
防

堤
防

高水敷

堤
防

高水敷
現在

将来
ワン
ド

ワン
ド

堆砂堆砂

堤
防堤

防

水制設置 水制設置

堤
防

堤
防

高水敷

堤
防

高水敷
現在

将来
ワン
ド

ワン
ド

堆砂堆砂

堤
防堤

防

水制設置 水制設置

堤
防
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維 持 管 理

既存施設の老朽化を踏まえ、ライフサイクルコストの縮減を念頭に効率的、効果的な維持管理、更新を計画的に実施

・施設の耐久性を評価し、故障時の影響に応じて優先順位付け
した補修を行うことでコストの低減を図るなど、計画的な施設
の維持管理を実施

・情報通信技術を活用した高度で確実な河川管理体制を確立

監視結果より、管理する河川の河道状態、
施設の状態を評価する。

サイクル型河川管理
把握－分析－予防的措置

【実施】
＝状態を機動的に改善

【分析】＝状態の評価

河川の状態を測量、点検
等により適切に把握し、
状態を常に監視

地域
社会

河川維持管理計画

重点箇所や具体的な維持管理
内容水準を３～５年の期間で計
画。

監視、評価結果に基づき、

機動的に河川管理施設の
改善を実施し、効率的か
つ効果的な施設の機能維
持を図る。 常に計画を改善

情報
共有

協
働
実
施

維持管理実施計画

１年間の実施計画を毎年
作成、実施。

【把握】
＝河川の変状を監視

地域社会

門柱補修

護岸点検

監視結果より、管理する河川の河道状態、
施設の状態を評価する。

サイクル型河川管理
把握－分析－予防的措置

【実施】
＝状態を機動的に改善

【分析】＝状態の評価

河川の状態を測量、点検
等により適切に把握し、
状態を常に監視

地域
社会

河川維持管理計画

重点箇所や具体的な維持管理
内容水準を３～５年の期間で計
画。

監視、評価結果に基づき、

機動的に河川管理施設の
改善を実施し、効率的か
つ効果的な施設の機能維
持を図る。 常に計画を改善

情報
共有

協
働
実
施

維持管理実施計画

１年間の実施計画を毎年
作成、実施。

【把握】
＝河川の変状を監視

地域社会

門柱補修

護岸点検

上野集中管理センター

これまで個別のダムで堆砂対策を実施

▼

浚渫船

代替補給で
水位を低下

▼
バックホウによる陸上掘削

堆砂除去 約１７億円／年×５０年＝約８４０億円

▼

洪水期制限水位洪水期制限水位

陸上掘削単価
4,300円/m3

下流への補給分を
川上ダムで代替

川上ダム

（水上浚渫）

堆砂除去 １９３億円＋約4億円／年×５０年＝約４００億円

（陸上掘削）（川上ダム長寿
命化施策分）

・川上ダムに代替容量を確保することにより木津川上流ダム群の低コストで効率的な堆砂対策を実施（ダム長寿命化容量の確保）

長寿命化容量

浚渫単価
35,000円/m3

川上ダムに利水容量を仮移転させ、安価な陸上掘削で堆砂対策を実施

上野集中管理センター
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地球温暖化に伴う気候変動から水害が増加し、オランダでは洪水時の水位の低下対策を実施中

シンポジウム「気候変動と水災害」（平成20年5月24日 東京）

IPCC（気候変動に関する政府間
パネル）第4次評価報告書では、

地球温暖化に伴う気候変動により、
将来、世界的な治水安全度の低
下と、災害の頻度・強度が増大す
ると予測

ノーベル平和賞受賞 ＩＰＣＣ議長
ラジェンドラ・パチャウリ氏 オランダ政府 洪水対策プロジェクト担当

コール・ベイクマンス氏（ビデオ参加）

「堤防を高くしても問題解決にはな
りません。堤防を高くすると同様に
水位も上がります。大切なのは水
位を低く保つことです。」近年洪水が多発しているライン川で

は、地球温暖化対策としてさまざま
な水位低下対策を実施中

引堤により川幅を200m拡幅し、水

位を１５ｃｍ低下
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「貯める・流す」と「強くする」

安全に流下

水位低下

水位低下

堤防強化

６１

○現況施設能力内の洪水発生（例えば桂川では3年に1回程度発生する洪水）

○戦後 大の洪水発生

○さらに大きな洪水発生（例えば計画規模洪水）

洪水の水位を下げる
（「貯める・流す」により川の中で安全に流す）

破堤を回避す
ることが可能

「貯める・流す」により、
氾濫量は現況より少ない。
被害額も軽減できる。

越水→破堤

はん濫被害発生

越水しない

越水しない

越水→破堤

越水→破堤

はん濫被害なし

はん濫被害なし

はん濫被害発生

はん濫被害発生

堤防強化
越水→破堤

はん濫被害発生

壊れない堤防

堤防強化

粘り強い堤防

つくれない

強化はできても
壊れないことを
あてにはできない

河川改修や貯留
施設の必要性に
かわりはない

堤防強化だけの実施の場合は、
・運良く破堤しなくても、越水被害は発生
・万一破堤してしまうと、何も対策をしないのと同じ



計画高水位は堤防の安全についての信頼性を損なうことのない高さに設定するもの

○ 計画高水位は堤防の安全についての信頼性を損なうことのない高さに設定するもの

・したがって、洪水時の平均の水位が計画高水位を超えたからといって、たちまち堤防が決壊するわ

けではない

・耐震設計基準、食品の安全基準等の世の中の安全基準は、すべてこのように安全性を損なうこと

のない範囲で設定されている

堤防強化①

堤防強化②

平均の水位

計画高水位

天端

堤防の安全性 １００％

平均の水位が計画高水位を超えたこと
に対する堤防強化の効果はどの程度
期待できるかわからない。

計画高水位を超える
と安全性が急に低下

○ 川の中で安全に洪水を流すことについての計画は、安全性を損なうことのない高さ
である計画高水位以下で目標流量を流すものとしなければならない

○ このため、「とどめる」、「ためる」、「ながす」という量的な対策が必要

○ 一方、堤防の安全性を確保するためには、まず計画高水位以下の流水の通常の
作用に対して安全となるような堤防強化（図の①）を行うことが必要

○ さらに現実に平均の水位が計画高水位を越える洪水は起こりうるので、そのような

洪水に対しても粘り強くする堤防強化（図の②）もあわせて必要

○しかし、平均の水位が計画高水位を超える洪水に対する堤防強化は、 確実な信頼
性を期待できず、また技術的な解明もできていない

平均の水位

高の水位

計画堤防天端高

橋 梁橋梁桁下高

計画高水位

平均の水位

川の中で安全に洪水を流す対策

激しい波やうねりにより越水 橋梁の桁下が流木等で閉塞

○以上のことに加え、堤防は一箇所が決壊しても広域に甚大な被害を及ぼすことから、
そのような堤防強化は量的対策に代替できるものではない。

堤防強化対策

洪水の平均の水位と安全性の関係
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現状の堤防が脆弱な場合は
堤防強化対策で対応可能

平均の水位が計画高
水位を超えた時の安
全性はどこにあるか
わからない。
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